参加者特別発言

①　全国税　井上
　２４０の税務署に非常勤職員が年間６５００名が働いている。７月から時給アップになったが、その一方で３か月契約で更新し、５年、１０年と働く方もいたが、長期勤務の人への雇い止めが急速にすすんでいる。理由は予算がない。窓口がワンストップ化され、ローテーションで窓口にでるため、補助業務の人たちが選別される。「雇い止めをはめ返す」たたかいをしているが食い止められていない。国税庁と交渉したが、現場の判断と発言。　
非常勤職員は１０３万問題。民主党は所得控除引上げの考えはない。配偶者、扶養控除廃止の方向。子供手当は扶養控除の対象者から子供手当を支給を排除すれば問題がない。

②　生協労連　北口
３党合意には均等待遇が入っている。具体的な変化が感じられるが一方で概算要求は過去最大。税収は減少し、財源をどうするかは非常に大きな問題。払っている税金は何に使われているか。税金の集め方が重要で大企業に税金を支払わせる。今日の学習で均等待遇の実現のためには社会保障の充実が重要とわかった。生協労連の中期計画では平和で持続可能な社会をめざす。社会保障制度はどうあるべきか、賃金の在り方などを提起していきたい。配偶者控除は女性の自立のさまたげとなるという意見もある。全体での議論が必要。基礎控除の引き上げや年金の加入要件の拡大など議論が必要だ。「税・賃金の個人単位化」議論を始めてほしい。全労連で一致できなければパ連でやってほしい。
③　自治労連　白神
　自治体非正規の６５％が時給日給で年収２００万未満。フルタイムではたらく臨時職員だ。ある市では保育士の４分の３が臨時。委託企業の労働者も　３年ないし５年の有期契約ではたらく。雇用の安定がはかられない　賃金が抑えられ委託で雇用が承継されない　雇用が保障されていない。しかし、フルタイムで経常的仕事にたずさわっている。共済保険に臨時職員は入らない。２０時間を超えていても雇用保険、に入っていない場合も多い、労働災害も入っていない場合も。法をまともに適用させるのが我々の運動の出発点。１３０万の壁で、社会保険の扶養家族になっている。週２５時間勤務で１５０万円の年収となると親の扶養に入れない、社会保険にも入れない、国保しかしかたない。しかし、国保では休業手当がでない。１３０万を超えれば社会保険にいれよという交渉をしている。　しかし、こういう状況では賃上げを望まなくなる。非正規の子供は生まれる前から差別されている。産休も無休、育児休業は勤務が１年超えても適用除外。均等待遇化とるのが急務だ。

④　福祉保育労　仲野
２００７年福祉職場の実態アンケートをした。８割が女性で、２０代３０代、勤続年数１０年続かない。非正規はフルタイムの有期雇用。２年目、３年目で雇い止めされる。
非正規は１５万円を超えようというのは無理　正規でも２０万円以内。若年正規のほとんどは６２％は親と同居。パラサイト化している。賃金が低くて自立できない。自立しても正規も非正規も生活費が足らない。福祉職場の寿退社は男性職員。人材確保対策を求めて運動している。１０月から処遇改善交付金が施行されたが実際の現場を見るとこれまでの赤字の補てんとなり、職員の人件費に回らない。また、交付金は介護職員のみにつく。現場には事務もいるし、ケアマネもいる、調理師もいる。
⑤　ケーブル工業　寺坂　

解雇されて、雇用保険が１１万、９０日の給付日数しかない。こういうところにも正規との差別が生まれる。定年まで働けば年金の受給資格ができると働いていた　しかし、解雇され、２５年を満たすことができず、途方に暮れている　生活設計も狂わされる。

